
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

市では、冬期間の道路交通の確保に努めます。 

安全で効率的に除雪作業ができるように、またその効果が十分活かさ

れるように、みなさまのご理解とご協力をお願いします。 
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○夜間・早朝の作業が多いため、騒音や振動などでご迷惑をおかけします。

 

○危険ですので、作業中の除雪車には近寄らないように！ 

（特にお子様がいるご家庭では、危険性の注意をお願いします。）  

 

○除雪の妨げになる路上駐車は、やめましょう。 

 

○除雪後の玄関先や車庫前の雪処理は、各ご家庭でお願いします。  

 

○塀や垣根など破損の恐れのあるものには、“赤旗などの目印設置”を 

お願いします。 

 

○道路に、はみ出ている『木の枝』や『竹』は、雪の重みで垂れ下がる 

恐れのあるものを含めて、剪定をしてください。 

また、路上で支障になる乗入れ板などは撤去してください。 

 

○消火栓のまわりに、雪を置かないでください。 

  

○敷地内を除雪した雪は、道路に出さないでください。 

 

○消雪パイプは日中 2 時間、運転を休止します。 

消雪パイプは『融雪電力』で契約しているため、２時間の運転休止時間が設けられています。

※運転休止時間帯：午後２時～３時、午後４時～５時（各１時間ずつ計２時間） 
 

 

※積雪期間中は、道路が狭くなり通行条件が悪くなっています。 

お互いに相手を思いやり、交通安全を心がけ、事故防止に努めましょう。 

【除雪に関する問い合わせ先】 

○県道に関すること：与板維持管理事務所 維持管理課 （☎72－3185） 

○市道に関すること：長岡市和島支所 産業建設課 （☎74－3114） 
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